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法 人 概 要

法人名 社会福祉法人 悠々会

所在地 東京都町田市能ヶ谷四丁目30番１号

設立 平成13年12月26日

＜目的及び事業＞

（1）第一種社会福祉事業

(ｲ)特別養護老人ホームの経営

（2）第二種社会福祉事業

(ｲ)老人短期入所事業の経営

(ﾛ)老人デイサービスセンターの経営

(ﾊ)老人居宅介護等事業の経営

(ﾆ)認知症対応型老人共同生活援助事業の経営

＜公益を目的とする事業＞

（1）居宅介護支援事業の経営

（2）地域包括支援センターの経営

（3）あんしん相談室の経営

（4）訪問看護事業の経営

（5）あんしんハウス事業の経営

(6) 介護職員初任者研修事業の経営



あんしんハウスとは

• 住む場所にお困りの方に当法人が借り上げた物件を低廉な家賃でお貸しします。

• 自動消火器と24時間見守りシステムを備えます。

• 買い物や通院の送迎を支援します。

• 就職の相談や就労を支援します。

• 無料でランチ会にご参加いただけます。



共同リビング
共同リビングは地域交流の場以外に世代間交流、地域共生、高齢者等の地域活躍推進の

一環としても進めている。

• 子ども食堂

• 学習支援

• 悠々学園

• オレンジカフェ

• コミュニティハウス



地域連携
鶴川地区協議会が主催する総合相談窓口にて、包括的な相談、住民主体による地域課題の

解決、引きこもりの若者や生活困窮者等の自立支援等を専門家と連携し、困難なケースで

も対応できる体制を整備している。

－地域との連携機関－

• 鶴川地区協議会

• 町内会・自治会、民生委員

• 福祉・医療機関

• 行政機関



実績報告

【平成28年8月～平成29年9月末】

問い合わせ件数 ： 130 件

面談件数 ： 40 人

あんしんハウス利用件数 ： 16 件 (他3件入居調整中)

【入居者の概要】

高齢の生活保護者、要介護者、精神疾患者、虐待被害者、福祉施設からの在宅復帰者等



今後の方向性・課題

• 生活保護者以外の貯えが無い方々の資金の工面

• 事業として継続していくための資金の調達

• 地域住民等と連携した見守り体制の仕組みづくりや、災害時の対応方法の検討



【実施主体】 社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般財団法人、 

       一般社団法人等の営利を目的としない法人 

【補助金額】 １団体あたり 8,000千円 

【計画期間】 3団体（平成28年度から平成29年度まで） 

       1団体（平成29年度から平成30年度まで） 

 

≪事業内容≫ 

 ○空き家・空き室などを活用した低廉な住宅の確保の支援 

 ○入居者への安否確認などの生活支援の実施 

 ○共同リビングの設置 

 ○住民同士、地域と住民の互助の醸成 

 

 

  

地域居住支援モデル事業 

 住宅に困窮し、日常の自立生活に不安のある低所得高齢者等に対して、住まいの確保に関する支援、見守りなどの生活支援を一体的に提供するとともに、

入居者及び地域における互助の仕組が醸成されるよう、民間団体等による自主的な取組を支援します。 

事業例 

 すまいの確保
情報提供 相談、住宅情報の提供、契約手続支援等

転居支援 家賃保証会社の紹介

 住宅改修

共同リビングの設置 共同リビングの確保、改修

 生活支援 見守り 訪問、相談、福祉サービス利用手続きの支援

バリアフリー化 手すり設置、段差解消等(共用部を含む)

住宅設備改修 浴槽・流し取替、便器洋式化、緊急通報装置等設置等

入居者同士の互助
 互助の仕組作り

入居者と地域の互助

声掛け、食事会、交流会

地域の行事への参加、生涯学習会、地域清掃等

事業イメージ図

行政・医療機関・介護事

業所・不動産会社と相互
連携

（社会福祉法人・NPO法人等）

地域の交流拠点

地域との互助入居者同士の互助

地域との互助

（中学校区圏域相当）

（施設の一部、アパート等の空き室等）

（戸建の空家等）

（アパート等）

（アパート等）

入居者同士の互助

共同リビング

①戸建の空家等、または、②点在する集合住宅、アパート等の空き室等を活用し、入居者へ見守り

等の生活支援を行い、住民同士の互助の仕組を醸成します。

◎ 空家等のバリアフリ―改修等及び共同リビングへの用途変更工事等を対象とします。

◎ 互助ハウス内または、アパート等の近くに「共同リビング」を設置し、入居者や近隣住民の

交流拠点とし、地域の互助の仕組を醸成します。

※互助ハウスとは、戸建の空家等を活用して、低所得高齢者等の入居者同士による互助を実施する住居のこと。

共同リビング

住宅確保の支援

見守り互助の仕組作り

生活支援

「共同リビング」の運営

①戸建の空家等を活用する

場合（互助ハウス※）

②集合住宅、アパート等

の空き室を活用する場合

住まいの確保と

生活支援

互助の醸成
（住民同士・地域）

社会福祉法人

ＮＰＯ法人等

地域支援の拠点

補助

東

京

都

・空家・空き室等を活用

・訪問、相談等
・空家等及び共同リビングの改修

住宅確保の支援、見守り、

共同リビングの設置

・入居者同士の交流促進

・地域コミュニティへの参加促進

住民同士の互助の仕組、

地域と住民との互助を醸成

参考：都作成資料 
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